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報告第１号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年１月１５日 報 告 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市専第１８号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会で議決さ

れた「市長の専決事項の指定について」第４項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１２月１７日 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

 令和７年７月３１日、静岡県駿東郡清水町伏見７８８番地１東側の十字路交差点を直進

中に、一時停止を無視し右側から交差点内に進入してきた車両と接触し双方の車両が破損

した事故に対する損害賠償の額を、次のとおり決定する。  

 

１ 損 害 賠 償 の 額  １８４，０００円 

 

２ 損害賠償の相手方  【略】 

 

 


